
平成２５年１２月

宮 内 庁

平成２６年度歳出予算

政府案の概要について

（単位：百万円）

比較増△減
区 分 ２５年度 ２６年度

当初予算 政 府 案 金額 率

皇 室 費 6,078 6,150 72 1.2％

皇室の御活動や皇室用財産の維持管理等に
必要な経費など

（項）内 廷 費 324 324 0 0.0％

（項）皇 族 費 261 263 2 0.8％

（項）宮 廷 費 5,493 5,563 70 1.3％

（組織）宮 内 庁

宮内庁の運営に必要な人件費・事務費など

（項）宮 内 庁 10,263 10,690 427 4.2％

（注）四捨五入の関係で，合計等は必ずしも一致しない。

【増減の概要】

１ 内廷費は，前年度同額である。

（皇室経済法第４条第１項，同法施行法第７条）

２ 皇族費の増は，皇族の御成年に伴う増額分である。

（皇室経済法第６条第３項第４号，同法施行法第８条）

３ 宮廷費の増は，主に皇居等施設整備費の増等によるものである。

４ 宮内庁費の増は，主に人件費の増等によるものである。



宮内庁関係予算の概要
（平成２６年度予算政府案）

（項）内 廷 費 ３億２千４百万円

天皇陛下並びに内廷皇族の日常の費用等(御手元金）｡

法律(皇室経済法施行法第７条)による定額。

（参考）皇室経済法 第４条

内廷費は，天皇並びに皇后，……皇太子，

皇太子妃…… 内廷にあるその他の皇族の

日常の費用その他内廷諸費に充てるものと

し，別に法律で定める定額を，毎年支出する

ものとする。

皇 室 費

（項）皇 族 費 ２億６千３百万円

６１億５千万円

皇族としての品位保持の資に充てるため，各宮家

の皇族に対し年額で支出されるもの（御手元金）。

（参考）皇室経済法 第３条 法律(皇室経済法施行法第８条)で定める定額に

予算に計上する皇室の費用は，これ 基づき算出される額。

を内廷費，宮廷費及び皇族費とする。 （参考）皇室経済法 第６条

皇族費は，皇族としての品位保持の資に充

てるために，年額により毎年支出するもの…

…とする。

その年額…… は，別に法律で定める定額

に基づいて，これを算出する。

（注）皇族が独立の生計を営む際，皇族の身分を

離れる際には，別途一時金が支出される。

（項）宮 廷 費 ５５億６千３百万円

皇室の御活動や皇室用財産の維持管理等に必要な

経費。

（参考）皇室経済法 第５条

宮廷費は，内廷諸費以外の宮廷諸費に充て

るものとし，宮内庁で，これを経理する。

（組織）宮 内 庁

１０６億９千万円

宮内庁の運営に必要な人件費・事務費など



平成２６年度歳出予算政府案の概要

 （単位：千円）

平成25年度 平成26年度

当初予算額 政　府　案 金　　額 ％

6,077,616 6,149,846 72,230 1.2

（項）内　　廷　　費 324,000 324,000 0 0.0

（項）皇　　族　　費 260,775 262,809 2,034 0.8 佳子内親王殿下御成年に伴
う増

5,492,841 5,563,037 70,196 1.3

儀 典 関 係 費 716,918 743,024 26,106 3.6

宮 殿 等 管 理 費 804,444 855,081 50,637 6.3

皇室用財産修繕費 1,452,257 1,293,413 △ 158,844 △ 10.9 宮殿外装整備工事の終了等

皇居等施設整備費 2,173,871 2,322,976 149,105 6.9
御料牧場食鶏処理場改築，
嵯峨天皇陵災害復旧等

文 化 財 管 理 費 216,700 209,888 △ 6,812 △ 3.1

車 馬 管 理 費 128,651 138,655 10,004 7.8

（組織）宮　内　庁

   （項）宮　内　庁

　人　件　費　等 10,263,463 10,689,971 426,508 4.2 給与特例減額措置終了に伴
う増等

16,341,079 16,839,817 498,738 3.1

    

（注）四捨五入の関係で，合計等は必ずしも一致しない。

皇 室 費･
　(組織)宮内庁合計

備　考区　　　　分
比 較 増 △ 減

 皇 　室　 費

（項）宮　　廷　　費



平成２６年度 機構・定員要求で認められた事項

増 員 ８人

・皇族方の御活動及び侍側奉仕に関する事務体制の強化２

・皇室と共に継承されてきた歴史的財産の公開・活用及び

調査・保存に関する事務体制の強化２ など

（参 考）

減 員 ▲１０人


